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1. 概要 

 本資料は，Ⅵ-2-別添 5-1「代替淡水源を監視するための設備の耐震計算の方針」（以下「Ⅵ-2-

別添 5-1」という。）にて設定している構造強度及び機能維持の設計方針に基づき，代替淡水源を

監視するための設備が設計用地震力に対して十分な構造強度を有し，電気的機能を維持できるこ

とを確認するため，動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組合せに関する影響評価について説

明するものである。 

 

2. 影響評価 

2.1 基本方針 

代替淡水源を監視するための設備に関する，水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる

影響評価については，Ⅵ-2-1-8「水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

方針」の「4.2 機器・配管系」の評価方針及び評価方法を踏まえて，設備が有する耐震性に

及ぼす影響を評価する。 

 

2.2 評価条件及び評価方法 

Ⅵ-2-1-8「水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」の「4. 各施設

における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する影響評価方針」を踏まえて，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震評価を実施する設備のうち，従来の設計手法における

水平１方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた耐震計算（以下「従来の計算」という。）に

対して，設備の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の可能性が

あるものを抽出し，設備が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。影響評価フローを図2－1

に示す。 

 

（１） 評価対象となる設備の整理 

代替淡水源を監視するための設備のうち，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してそ

の機能が維持できることを確認する設備を評価対象とする。（図2－1①） 

 

（２） 構造上の特徴による抽出 

構造上の特徴から水平２方向の地震力が重畳する観点，若しくは応答軸方向以外の

振動モード（ねじれ振動等）が生じる観点にて検討を行い，水平２方向の地震力に

よる影響の可能性がある設備を抽出する。（図2－1②） 

 

（３） 発生値の増分による抽出 

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対して，水平２方向の地震力

が各方向１：１で入力された場合に各部にかかる荷重や応力を求め，従来の水平１

方向及び鉛直方向地震力の組合せによる設計に対して，水平２方向及び鉛直方向地

震力を考慮した発生値の増分を用いて影響を検討し，耐震性への影響が懸念される
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設備を抽出する。 

また，建物・構築物及び屋外重要土木構造物の検討により，機器・配管系への影響

の可能性がある部位が抽出された場合は，機器・配管系への影響を評価し，耐震性

への影響が懸念される設備を抽出する。 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配慮し耐震裕度が小さい

設備（部位）を対象とする。（図2－1③） 

 

（４） 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

（３）の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有する耐震性への影

響を検討する。（図2－1④） 
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図 2－1 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを考慮した影響評価フロー  

②構造上水平２方向及び鉛直方向地震力

の影響の可能性がある設備か 

従来の設計手法で水平２方向及

び鉛直方向地震力は対応可能 

① 評価対象となる設備の整理 

水平２方向及び鉛直方向地震

力を考慮した発生荷重等を用

いた検討 

③水平２方向及び鉛直方向地震力を考

慮した発生値が従来の発生値と比べて

影響があるか 

④水平２方向及び鉛直方向地震力の組合

せの影響評価（水平２方向及び鉛直方向

地震力に対し，耐震性を有していること

への影響があるか） 

 

従来の設計手法に加えて更なる

設計上の配慮が必要な設備 

建物・構築物及び屋外重要土木

構築物の検討による機器・配管

系への影響検討結果 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 
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3. 評価結果 

3.1 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの評価設備（部位）の抽出 

水平２方向及び鉛直方向地震力の評価対象設備を表 3－1に示す。VI-2-1-8「水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」の「4.2 機器・配管系」の評価設備（部

位）の抽出方法を踏まえ，評価対象設備の各評価部位，応力分類に対し構造上の特徴から，

水平２方向の地震力による影響を以下の項目により検討し影響の可能性がある設備を抽出し

た。 

 

(1)  水平２方向の地震力が重畳する観点 

評価対象設備は，水平１方向の地震に加えて，さらに水平直交方向に地震力が重畳した

場合，水平２方向の地震力による影響を検討し，影響が軽微な設備以外の影響検討が必要

となる可能性があるものとして抽出した。なお，ここでの影響が軽微な設備とは，構造上

の観点から発生応力への影響に着目し，その増分が 1割程度以下となる設備を分類してい

るが，水平１方向地震力による裕度（許容応力／発生応力）が 1.1未満の設備について

は，個別に検討を行うこととする。 

 

(2) 水平方向とその直交方向が相関する振動モード（ねじれ振動等）が生じる観点 

水平方向とその直交方向が相関する振動モードが生じることで有意な影響が生じる可能

性がある設備を抽出した。 

 

(3) 水平１方向及び鉛直方向地震力に対する水平２方向及び鉛直方向地震力の増分の観点 

(1)及び(2)にて影響の可能性がある設備について，水平２方向の地震力が各方向１：１

で入力された場合に各部にかかる荷重や応力を求め，従来の計算による発生値と比較し，

その増分により影響の程度を確認し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出した。 

 

3.2 建物・構築物及び屋外重要土木構造物の検討による機器・配管系への影響の検討結果 

建物・構築物及び屋外重要土木構造物の検討において，代替淡水源を監視するための設備

への影響を検討した結果，耐震性への影響が懸念されるものは抽出されなかった。 

 

3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

表 3－2にて抽出された設備について，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価

に該当する設備はなかった。 
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3.4 まとめ 

代替淡水源を監視するための設備について，水平２方向及び鉛直方向地震力を想定した場

合でも代替淡水源を監視するための設備が有する耐震性への影響がないことを確認したた

め，従来の計算に加えて更なる設計上の配慮が必要な設備はない。 

 

 

表 3－1 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価対象設備 

設備名称 評価部位 

構内監視カメラ 

（ガスタービン発電機建物屋上） 

基礎ボルト 

取付ボルト 
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 表 3－2 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価部位の抽出結果（1/2） 

(1) 構造強度評価 

設備名称 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

3.1(1)水平２方向の地震

力が重畳する観点（以下

「重畳の観点」という。） 

 

 

〇：影響あり 

△：影響軽微 

3.1(2)水平方向とその直

交方向が相関する振動モ

ード（ねじれ振動等）が生

じる観点（以下「ねじれ振

動等の観点」という。） 

×：発生しない 

〇：発生する 

3.1(3)水平１方向及び鉛

直方向地震力に対する水

平２方向及び鉛直方向地

震力の増分の観点（以下

「増分の観点」という。） 

〇：影響あり 

―：該当なし 

抽出結果 

構内監視カメラ 

（ガスタービン

発電機建物屋

上） 

△ 

(取付ボルト） 

一次応力（引張）* 

× ― 

ボルトは矩形配置であり，水平２方向の入

力による対角方向への転倒を想定し検討し

た結果，水平２方向地震力の最大応答の非

同時性を考慮することにより，影響は軽微

である。 

注記＊:評価上厳しい応力を記載する。  
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 表 3－2 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価部位の抽出結果（2/2） 

(2) 機能維持評価 

設備名称 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

3.1(1)重畳の観点 

 

〇：影響あり 

△：影響軽微 

3.1(2)ねじれ振動等

の観点 

×：発生しない 

〇：発生する 

3.1(3)増分の観点 

 

〇：影響あり 

―：該当なし 

検討結果 

構内監視カメラ 

（ガスタービン

発電機建物屋

上） 

△ × ― 

掃引試験結果において，Ｘ，Ｙ各成分に共振点

はなく，出力変動を生じないことを確認してい

ることから，Ｘ，Ｙ２方向成分にも共振点はな

いものと考えられる。よって，Ｘ，Ｙ２方向入

力に対しても応答増加は生じないものと考え

られることから，水平２方向入力の影響は軽微

である。 

 




